
   
 
  
 

令 和 元 年 ７ 月 ３ １ 日 
土地・建設産業局建設市場整備課 

 

５企業９名分の「建設特定技能受入計画」を初認定 
～日本人の全国標準賃金水準、月給制、建設キャリアアップシステム登録等をクリア～ 

 

国土交通省は、令和元年７月３０日、建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材受入れに

当たり、出入国在留管理庁への申請前に国土交通省へ提出を求めている「建設特定技能受入計画」に

ついて、制度開始後初の認定を５件行いました。 

 

○ 建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材受入れに当たっては、受入企業は外国人に

対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通

大臣の認定を受けている必要があります。 

 

○ 主な審査基準は以下のとおりです。 

   ① 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと 

② 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと 

③ 建設キャリアアップシステムに登録していること 

④ １号特定技能外国人（と外国人建設就労者との合計）の数が、常勤職員の数を超えないこと 

 

○  特に①の審査にあたっては、大都市圏その他特定の地域への集中を防止する観点から、同一技能

の日本人の標準的な報酬額とのチェックを行い、必要な場合には、是正の指導を行うこととしていま

す。 

 

○ 今般、制度開始後初めて、以下のとおり「建設特定技能受入計画」の認定を５件行いましたので、お

知らせします。 

 

【「建設特定技能受入計画」の認定を受けた企業】                        

 所在地 職種（試験区分） 送出し国 人数 基本給（月額） 

１ 静岡県 鉄筋施工 ベトナム １人 230,000 円 

２ 神奈川県 コンクリート圧送 ベトナム ４人 280,000 円 

３ 東京都 内装仕上げ ベトナム １人 230,000 円 

４ 千葉県 内装仕上げ 中国 １人 243,250 円 

５ 神奈川 コンクリート圧送 ベトナム ２人 265,500 円 

＜参考＞ 建設分野における２号技能実習生の平均賃金：168,201 円／月、 外国人建設就労者の平均賃金：221,343 円／月  

（平成 30 年度 外国人建設就労者受入事業に係る受入状況実態把握調査） 

※ なお、「建設特定技能受入計画」の認定後、出入国在留管理庁にて、在留資格の認定や変更許可に係る審査

が行われることとなります。国土交通省の「建設特定技能受入計画」認定をもって、１号特定技能外国人の受入

れが決定したということではありませんので、ご留意ください。 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課労働資材対策室  丹羽、松下、増田 
TEL：（03）5253-8111（内線 24827、24828、24855）、（03）5253-8283（直通） 
FAX：（03）5253-1555  

関係ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html 
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